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本号で公布された条例のあらまし 

◇栃木県高等学校教育改革促進等基金条例の制定（栃木県条例第１号） 

１ 県立の高等学校等における教育改革の推進及び教育環境の整備充実を図るため、栃木県高等学校教育改革

促進等基金を設置することについて、新たに条例を制定することとしました。 

２ この条例は、公布の日から施行することとしました。 

◇栃木県手数料条例の一部改正（栃木県条例第２号） 

１ 職業能力開発促進法第44条の規定に基づく技能検定に係る成績証明書の交付手数料を定めること等のた

め、所要の改正をすることとしました。 

２ この条例は、一部を除き、令和８（2026）年５月１日から施行することとしました。 

◇栃木県森林整備地域活動支援基金条例の廃止（栃木県条例第３号） 

１ 栃木県森林整備地域活動支援基金を廃止するため、栃木県森林整備地域活動支援基金条例を廃止すること

としました。 

２ この条例は、公布の日から施行することとしました。 
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に
関

す
る

法
律

第
1
4

条
第

７
項

又
は

第
8
0
条

第
１

項
の

規

定
に

よ
る

医
薬

品
又

は
医

薬
部

外
品

に
係

る
適

合
性

調
査

（
こ

れ
ら

の
項

略
 



（4） 号外第11号令和８（2026）年３月11日　水曜日 栃 木 県 公 報

あ
る

こ
と

の
証

明
書

の
交

付
 

８
の

６
～

1
8
2
a
略

 

1
8
3
a
医

薬
品

、
医

療
機

器
等

の
品

質
、

有
効

性
及

び
安

全
性

の
確

保
等

に
関

す
る

法
律

施
行

令
第

8
0
条

第
１

項
第

１
号

及
び

第
２

項
第

５
号

の
規

定
に

基
づ

く
医

薬
品

、
医

療
機

器
等

の
品

質
、

有
効

性
及

び
安

全
性

の
確

保
等

に
関

す
る

法
律

第
1
4
条

第
1
3
項

の
規

定
に

よ
る

医
薬

品
又

は
医

薬
部

外
品

の
製

造
販

売
の

承
認

事
項

の
一

部
変

更
の

承
認

の
申

請
に

対
す

る
審

査
 

略
 

1
8
4
a
医

薬
品

、
医

療
機

器
等

の
品

質
、

有
効

性
及

び
安

全
性

の
確

保
等

に
関

す
る

法
律

施
行

令
第

8
0
条

第
２

項
第

７
号

の
規

定
に

基
づ

く
医

薬
品

、
医

療
機

器
等

の
品

質
、

有
効

性
及

び
安

全
性

の
確

保
等

に
関

す
る

法
律

第
1
4

条
第

６
項

（
同

条
第

1
3
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）
又

は
第

8
0
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
医

薬
品

又
は

医
薬

部
外

品
に

係
る

適
合

性
調

査
（

次
項

に
掲

げ
る

も
の

を
除

く
。

）
 

略
 

1
8
5
a
医

薬
品

、
医

療
機

器
等

の
品

質
、

有
効

性
及

び
安

全
性

の
確

保
等

に
関

す
る

法
律

施
行

令
第

8
0
条

第
２

項
第

７
号

の
規

定
に

基
づ

く
医

薬
品

、
医

療
機

器
等

の
品

質
、

有
効

性
及

び
安

全
性

の
確

保
等

に
関

す
る

法
律

第
1
4

条
第

６
項

又
は

第
8
0
条

第
１

項
の

規

定
に

よ
る

医
薬

品
又

は
医

薬
部

外
品

に
係

る
適

合
性

調
査

（
こ

れ
ら

の
項

略
 

あ
る

こ
と

の
証

明
書

の
交

付
 

８
の

６
～

1
8
2
a
略

 

1
8
3
a
医

薬
品

、
医

療
機

器
等

の
品

質
、

有
効

性
及

び
安

全
性

の
確

保
等

に
関

す
る

法
律

施
行

令
第

8
0
条

第
１

項
第

１
号

及
び

第
２

項
第

５
号

の
規

定
に

基
づ

く
医

薬
品

、
医

療
機

器
等

の
品

質
、

有
効

性
及

び
安

全
性

の
確

保
等

に
関

す
る

法
律

第
1
4
条

第
1
5
項

の
規

定
に

よ
る

医
薬

品
又

は
医

薬
部

外
品

の
製

造
販

売
の

承
認

事
項

の
一

部
変

更
の

承
認

の
申

請
に

対
す

る
審

査
 

略
 

1
8
4
a
医

薬
品

、
医

療
機

器
等

の
品

質
、

有
効

性
及

び
安

全
性

の
確

保
等

に
関

す
る

法
律

施
行

令
第

8
0
条

第
２

項
第

７
号

の
規

定
に

基
づ

く
医

薬
品

、
医

療
機

器
等

の
品

質
、

有
効

性
及

び
安

全
性

の
確

保
等

に
関

す
る

法
律

第
1
4

条
第

７
項

（
同

条
第

1
5
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）
又

は
第

8
0
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
医

薬
品

又
は

医
薬

部
外

品
に

係
る

適
合

性
調

査
（

次
項

に
掲

げ
る

も
の

を
除

く
。

）
 

略
 

1
8
5
a
医

薬
品

、
医

療
機

器
等

の
品

質
、

有
効

性
及

び
安

全
性

の
確

保
等

に
関

す
る

法
律

施
行

令
第

8
0
条

第
２

項
第

７
号

の
規

定
に

基
づ

く
医

薬
品

、
医

療
機

器
等

の
品

質
、

有
効

性
及

び
安

全
性

の
確

保
等

に
関

す
る

法
律

第
1
4

条
第

７
項

又
は

第
8
0
条

第
１

項
の

規

定
に

よ
る

医
薬

品
又

は
医

薬
部

外
品

に
係

る
適

合
性

調
査

（
こ

れ
ら

の
項

略
 

 
附

 
則

 

こ
の

条
例

は
、

令
和

８
年

５
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
た

だ
し

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
規

定
は

、
当

該
各

号
に

定
め

る
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

(
1
)
a
第

１
条

の
規
定

あ
公

布
の

日

(
2
)
a
第

２
条

中
別
表

第
１

の
８

の
５

の
項

及
び

4
6
4
の

２
の

２
の

項
の

改
正

規
定

あ
令

和
８

年
４

月
１

日

（
文

書
学

事
課

）
 

に
規

定
す

る
期

間
を

経
過

す
る

ご
と

に
受

け
る

も
の

に
限

る
。

）
 

1
8
5
の
２

～
4
6
4
の

２
 

略
 

4
6
4
の

２
の

２
a
マ

ン
シ

ョ
ン

の
再

生
等

の
円

滑
化

に
関

す
る

法
律

あ
（

平
成

1
4
年

法
律

第
7
8
号

）
第

1
6
3
条

の
5
9

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

マ
ン

シ
ョ

ン
の

容
積

率
又

は
各

部
分

の
高

さ
に

関
す

る
特

例
の

許
可

の
申

請
に

対
す

る
審

査

略
 

4
6
4
の

３
～

5
1
7
 

略
 

あ
備

考
 

略
 

に
規

定
す

る
期

間
を

経
過

す
る

ご
と

に
受

け
る

も
の

に
限

る
。

）
 

1
8
5
の
２

～
4
6
4
の

２
 

略
 

4
6
4
の

２
の

２
a
マ

ン
シ

ョ
ン

の
建

替
え

等
の

円
滑

化
に

関
す

る
法

律
（

平
成

1
4
年

法
律

第
7
8
号

）
第

1
0
5
条

第
１

項
あ

あ
の

規
定

に
基

づ
く

マ
ン

シ
ョ

ン
の

容
積

率
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
に

関
す

る
特

例
の

許
可

の
申

請
に

対
す

る
審

査

略
 

4
6
4
の

３
～

5
1
7
 

略
 

あ
備

考
 

略
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栃

木
県

条
例

第
３

号
 

 
 

 
 

栃
木

県
森

林
整

備
地

域
活

動
支

援
基

金
条

例
を

廃
止

す
る

条
例

 

 
 

栃
木

県
森

林
整

備
地

域
活

動
支

援
基

金
条

例
（

平
成

1
4
年

栃
木

県
条
例

第
２

号
）

は
、

廃
止

す
る

。
 

 
 

 
 

附
 

則
 

 
 

こ
の

条
例

は
、

公
布

の
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

 
（

林
業

木
材

産
業

課
）

 
 

 

 

 


